
 
 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

平

成

二

十

九

年

五

月

十

六

日 

参
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経

済

産

業

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

世
界
の
安
全
保
障
環
境
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
実
効
性
の
あ
る
安
全
保
障
貿
易
管
理
の
実
施
に
資
す

る
よ
う
、
関
係
省
庁
の
一
層
緊
密
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
に
お
け
る
我
が
国
の
政
府
関
係
機
関
や
進
出
企
業
等
と

の
連
携
強
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
安
全
保
障
貿
易
管
理
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
各
国
に
対
し
情
報
提
供
等
の
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
国
際
的
な
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

二 

中
小
企
業
や
大
学
等
に
お
け
る
安
全
保
障
貿
易
自
主
管
理
体
制
の
構
築
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
や
大
学
等
の
実

情
や
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
講
習
会
の
開
催
や
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
等
必
要
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
海
外
で
の
事
業
展
開
を
図
る
中
小
企
業
に
対
し
て
は
、
中
小
企
業
の
海
外
展
開
支
援
施
策
と
も
連
携
し
つ
つ
支
援

を
行
う
こ
と
。 

 

三 

国
の
安
全
等
に
係
る
対
内
直
接
投
資
等
に
つ
い
て
は
、
機
微
技
術
の
流
出
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
規
制
の
確
実
な

実
施
を
図
る
と
と
も
に
、
外
国
投
資
家
に
対
す
る
必
要
な
措
置
命
令
が
行
え
る
よ
う
、
投
資
実
施
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
強

化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
我
が
国
の
対
内
直
接
投
資
規
制
の
考
え
方
が
外
国
投
資
家
に
十
分
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
提
供
に

努
め
る
こ
と
。 

 

四 

安
全
保
障
上
の
機
微
技
術
の
管
理
強
化
の
観
点
か
ら
、
「
み
な
し
輸
出
」
管
理
等
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


